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建築確認電子申請 操作方法 
（令和 8 年２⽉時点） 

 
① アカウント作成（操作説明書 P6） 

「受付システム」で申請を提出するために、アカウントが必要となります。 
○アカウント登録を⾏い、ログインしてください。 

URL︓https://afba.shinsei-kenchikugyousei-db.jp/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

satom2025
テキストボックス
資料３



2 
 

② 新規案件登録（操作説明書 P7） 
「案件」は、確認申請、計画変更確認申請、中間検査、完了検査などの複数の申

請を、一つの案件としてまとめるために作成するものです。 
〇案件名には、「⼯事名」を⼊⼒してください。 
〇案件種別は、修正ができませんので、間違わないようにしてください。 
  ・一  般︓法第６条第 1 項に基づく確認申請等 
  ・計画通知︓法第 18 条第 2 項に基づく計画通知等 
〇地名地番は、申請書の記載に合わせて正しく⼊⼒してください。 
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③ 申請書の作成（操作説明書 P7） 
TOP 画面から、申請を追加したい「案件」の、【詳細】ボタンをクリックします。 

申請対象・申請種別を選択し、【追加】ボタンをクリックします。 
〇申請対象は、建築物・建築設備・⼯作物から選択してください。 
〇申請種別は、確認申請・計画変更確認申請・中間検査申請・完了検査申請・⼯事完

了届（⽤途変更）から選択します。なお、省エネ適判申請・計画変更省エネ適判
申請、構造適判申請・計画変更構造適判申請は選択しないでください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

申請書の⼊⼒画面が表⽰されます。（操作説明書 P８） 
〇必要事項を⼊⼒し、【保存】ボタンをクリックしてください。 
〇【選択】や【追加】のボタンから、よく使⽤するデータを登録できます。 
〇建築主事または指定確認検査機関には、「山形県建築主事」と⼊⼒してください。 
〇第一面から第六面までのうち、必要な箇所を⼊⼒してください。 
〇【申請書 PDF】をクリックすると、確認申請書を表⽰し記載状態を確認できます。 
○過去に作成した申請書の内容をベースに⼊⼒することができます。 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

山形県建築主事 
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④ 図書アップロード（操作説明書 P12） 
 申請図面やその他添付図書をアップロードします。【添付ファイル】をクリックし、
【アップロードはこちら】ボタンをクリックします。 
○受付チェックシートを作成し、添付してください。（後日 HP へ掲載します。） 
〇確認申請⽤ CDE は利⽤できません。（チェックを⼊れないでください。） 
〇建築計画概要書の添付は不要ですが、第三面⽤の付近⾒取り図、配置図を添付して

ください。建築計画概要書第三面の添付図書については、【図書区分】を選択して
ください。 

〇ファイル形式は、原則 PDF としてください。 
〇一つのファイルに 1 枚の図面を原則としてください。 
〇添付ファイルのファイル名称は以下のルールとしてください。 
 ・すべてのファイルの頭に通し番号をつける。 
 ・通し番号は 4 桁以内の半角数字又は半角英字とする。 

・通し番号で並び替えた際に、図面の順序通り並ぶようにする。 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

例① 
00 受付チェックシート 
01 付近⾒取り図 
02 配置図 
03 断面図 
・・・ 
12 構造詳細図 
・・・ 
90 浄化槽設置調書 
91 消防⽤図面 

例② 
000 受付チェックシート 
001 付近⾒取り図 
002 配置図 
003 断面図 
・・・ 
101 構造詳細図 
・・・ 
901 浄化槽設置調書 
921 消防⽤部面 
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⑤ 申請提出（操作説明書 P14） 
【申請提出】をクリックします。未記⼊事項のエラー表⽰が出ますので、記載漏れ

がないか再度確認したうえで【提出】をクリックします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

申請先は組織名・都道府県名などから、山形県を検索し、【詳細】をクリックし注
意事項を確認したうえで、【選択】をクリックしてください。 

提出先に誤りがないようにご注意ください。 
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「システム利⽤規約に同意します」にチェックを⼊れ、【申請】をクリックします。 
〇「電子的交付で済証等を交付することに同意する」のチェックを外さないでくださ
い。 
※電子申請の場合、確認済証等は電子交付が原則となります。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
申請書提出後、審査機関による引受審査が⾏われます。 
引受審査では、申請先、添付図書の過不⾜、⼿数料額などが審査されます。 
〇申請先が異なる場合  ︓引受拒否（差戻）処理が⾏われます。 
〇図書の不⾜等がある場合︓連絡・質疑・応答機能により連絡があります。 
〇審査に合格した場合  ︓連絡・質疑・応答機能により⼿数料納付依頼が届きます。 
  

 
 

   

（12 桁の ID を記載） 

（納付用の URL が記載される。） 

34,000 円（手数料額が記載される） 
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⑥ ⼿数料納付申請 
⼿数料納付依頼に記載された URL から、⼿数料納付⼿続きに進みます。 
⼿数料の納付はやまがた e 申請（山形県電子申請サービス）を利⽤して⾏います。 
○2 回目以降に⼊⼒が省略できるので、利⽤者登録を⾏ってください。 
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⼿数料納付依頼に記載の URL から、⼿数料納付⼿続きに進みます。 
利⽤規約を確認し、【同意する】をクリックします。 
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⼿数料納付申請⼿続きに進みます。 
 
 
 
 

                       ○申請名、種別は、 
該当するものを選択してください。 

 
 
 
 
○⼿数料納付依頼に記載された案件

ID を⼊⼒してください。 
 

○申請者情報には、代理者が⼿続きを
⾏う場合は代理者の情報を⼊⼒し
てください。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
○確認申請等の申請者には、確認申請

書等の申請者の方の名称又は氏名
を⼊⼒してください。 

 
 
 
 
○⼿数料納付依頼に記載された⼿数料

額を⼊⼒してください。 
 
【確認へ進む】をクリックします。 
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⼊⼒内容を確認し、【申込む】をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申し込みが完了しました。整理番号とパスワードは⼿続きの進捗状況を確認するの
に必要となりますので、控えてください。 
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申込み内容に誤りがないか、審査機関で審査が⾏われます。 
誤りがなければ、申請が受理され、以下のようなメールが届きますので、⼿数料納付

に進んでください。 
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⑦ ⼿数料納付 
⼿数料納付依頼に記載された URL から、申込状況を確認することができます。 
申し込み完了時に表⽰された整理番号、パスワードを⼊⼒して下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
利⽤者登録し、ログインすると、整理番号やパスワードは不要です。 
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申込み詳細画面から、オンライン決済の【OmniPaymentGateway でお支払い
をされる方はこちら】をクリックします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
支払方法を選択し、「同意する」にチェックを⼊れ、【支払へ進む】をクリックしま
す。 
〇支払方法は、クレジットカード、PayPay、auPay、d 払い、のいずれかから選択
してください。 
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クレジットカードを選択した場合は、以下のような画面に進みますので、画面の指
⽰に従って支払いに進み、支払いを完了させてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⼿数料納付が完了したあとに受付⼿続きが⾏われ、審査が開始されます。 
なお、⼿数料納付が閉庁時間（休日や時間外）の場合は、翌開庁日が受付日と

なります。 
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⑧ 補正・図書登録（操作説明書 P17） 
受付後、審査の結果、適合状況が確認できない場合や補正が必要な場合、システム

内で補正依頼が届きます。補正依頼が届いた場合、登録したメールアドレスに、お知
らせメールが届きます。 
〇審査状況は、【ステータス】で確認することができます。 
〇補正依頼が届くと、「審査中」から「補正依頼中」に変更となります。 
補正の内容を確認し、必要な補正を⾏ってください。 
 
 
 
 
 
 
【ステータス】のアイコンをクリックすると、経過や補正依頼内容を確認すること

ができます。 
【確認完了】をクリックすると、アイコンが点滅しなくなります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【詳細】をクリックし、補正に進みます。（操作説明書 P18） 
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サブメニューの【添付ファイル】をクリックします。 
 
補正が必要な図面に【更新】ボタンが表⽰されますので、【更新】をクリックし、図

面をアップロードします。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
必要に応じ、申請書各面も補正します。 
 
 
 
 
 
補正が完了したら、サブメニューから【修正再提出】をクリックし、確認画面で【完

了】をクリックし、補正が完了となります。 

  

修正再提出 
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⑨ 確認済証・副本受取（操作説明書 P23） 
審査の結果、適合が確認された場合は、確認済証が電子交付されます。確認済み証

が交付されると、お知らせメールが届きます。 
○システムの該当申請の【ステータス】が、【審査終了】となります。ステータスの

アイコンをクリックすると、確認済証をダウンロードします。 
○確認申請書の複本は、添付ファイル 
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サブメニューの【添付ファイル】から、副本をダウンロードします。 
【一括ダウンロード】により、ZIP ファイルで図面と申請書一式をダウンロード

することができます。 
 
 

 

 
 




